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1．事業計画・全般的事項 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 昨年度の事前調査書等と比べて、今

回の準備書では、地図等の縮尺が小さ

い（より広範囲である）気がする。例

えば公園と日影線の位置関係や、植栽

のうちどこの桜を撤去してどう植え

直すのかとか等、建物周辺の状況が分

かりにくいため、もう少しクローズア

ップして、実際の建物に近い計画図等

も加えて示していただきたい。 

事前調査書及び方法書時点から地

図の縮尺に変更はありません。 

準備書では、電波障害・日照阻害・

風害を予測・評価するため、縮尺が

1/50,000 と 1/10,000 の高層建築物

の分布図を新たに掲載しました。た

だし、予測結果の図面には、高層建

築物の分布を示しておりませんの

で、追記した図面を評価書に掲載い

たします。 

また、公園・なのはな園と本事業

の建物の位置関係が把握できるよう

に、日照阻害の予測結果の図面に、

郡山住宅児童公園、郡山 5丁目公園、

なのはな園の位置を示します。 

なお、植栽計画については、今後

詳細を検討する予定ですが、計画地

内における位置が把握できるよう

に、緑化計画図（p.24）を見直した結

果を評価書に掲載いたします。 

準備書 

p.8.4-7 

(386) 

p.8.5-4 

(394) 

p.8.6-5 

(406) 

 

p.8.4-9,10 

(388,389) 

p.8.5-8,9 

(398,399) 

p.8.6-5 

(406) 

 

p.1-24(24) 

 

 

巻末資料 

① 

2 土壌汚染対策について、要措置区域

と形質変更時要届出区域の指定状況

がについて、指定番号「要-24」の指定

面積は間違っている。 

ご指摘の通り記載を改めます。 

誤：200 ㎡ 

正：17242.736 ㎡  

準備書 

p.1-20(20) 

 

 

巻末資料 

② 

3 土壌汚染対策を完了してから事業

者に引き渡しになるとの説明である

が、どのような土壌汚染対策を行って

いるのか。 

後になって配慮すべきことがある

かどうかの検討材料にもなるため、情

報共有をより詳しいレベルで行って

いただきたい。 

現所有者に確認した結果、指定区

域を解除できるように、汚染土場外

搬出処理を実施しています。なお、

汚染土壌を除去した場所や深さ等の

詳細についても情報共有に努めま

す。 

 

準備書 

p.1-20(20) 

4 工事工程を見ると、土工事が１月か

ら３月となっており、冬タイヤの影響

で、ダンプカー等が道路に土を引っ張

るような形になると思われる。泥を道

路に引っ張らないような対策はする

のか。 

構内の通路に鉄板を敷設するなど

の対策を、配慮事項として評価書に

追記いたします。 

準備書 

p.9-2(480) 

要約書 

p.20 

 

巻末資料 

③ 
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2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

5 工業地域である、ということが設

計の基準になっていると思うが、敷

地は島状の工業地域となっていて、

全ての敷地境界が商業地域と第二種

住居地域に面している状況である。

詳細設計を進めて行かれる際に、可

能な範囲で周辺の異なる用途地域の

環境にご配慮いただきたい。 

計画地の周囲には住居等が立地し

ている状況を踏まえ、本事業の実施に

伴う影響を軽減するための対策等を

詳細設計で検討します。詳細設計で新

たに実施することとした対策等は、配

慮事項として評価書に追記いたしま

す。 

準備書 

p.1-15(15) 

p.1-23(23) 

 

 

 

巻末資料 

④ 

6 他の委員から日照の件でご指摘あ

りました、なのはな園は、未就学児の

発達支援の通所施設になる。昼間の

利用が主となり、光や音などの刺激

に敏感な子どもも通所していること

が考えられる。そのようなデリケー

トな施設が隣接していることご認識

いただき、施設との事前協議、工事中

の騒音などの対応はしっかり行って

いただきたい。 

事業実施にあたっては、騒音や日照

阻害などに関わる影響について、なの

はな園には十分理解していただける

よう説明を行います。詳細設計で新た

に実施することとした対策等は、配慮

事項として評価書に追記いたします。 

準備書 

p.1-15(15) 

p.1-23(23) 

 

 

 

 

 

巻末資料 

④ 

 

3) 審査会（令和 7年 1月 29 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

7 供用開始後には、環境影響評価の

予測時から事業の状況が変わること

もある。本物流施設はテナントを入

れるため、施設所有者だけでは運用

面を改善することが出来ない場合も

ある。テナントとの協議の場におい

ては、環境面の改善を依頼できる体

制を確保していただきたい。また、そ

の旨を評価書に記載することで、住

民も安心するのではないか。 

テナントの入居者には、大気質・騒

音等の影響を軽減するための環境配

慮事項を説明するとともに、搬出入を

担う配送業者にも同様の説明を実施

する旨を評価書に記載します。 

また、必要に応じ、施設所有者と施

設管理会社が環境面の改善を含めた

施設運営に関する協議をする旨を評

価書に記載します。 

準備書 

p.1-26(26) 

 

 

 

 

 

 

巻末資料 

⑤ 

8 通学路となっている道路に歩道を

設置すると説明があったが、通行可

能であることを小学校や保護者へ説

明してもらえると通学する子供たち

が安心して利用できると思うので、

ぜひ実施していただきたい。 

今後実施予定の施設計画や工事実

施に関する住民説明会等を通じて、計

画地の南側には仙台市とも協議の上

歩道設置の検討など、事業者として検

討すべき安全・環境配慮事項を説明し

ます。 

また、子供たちが安全に通学できる

よう、本事業で設置する歩道の利用等

について東長町小学校などに説明を

行います。 

－ 

 

4) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 
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2．大気質 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 事業計画地の南側の長町籠ノ瀬線

では、渋滞が発生することを想定さ

れており、要約書の 20 ページには、

供用時には「右折車線の交通容量比

は…上限を上回る」とある。これは、

車の流れが全く止まってしまい、走

行スピードがゼロになって、排気ガ

スがまき散らされている状態を想像

していた。二酸化窒素の濃度をきち

んと評価する必要があると思う。 

信号が赤で車両がアイドリングし

ているような状況は一時的に発生し

ますが、その状態が一時間ずっと続く

ことはないと判断しています。交通量

調査において、7時～8時、10 時～11

時、14 時～15 時、17 時～18 時、0時

～1 時、3 時～4 時の時間帯で、大型

車・小型車の走行速度を調査した結

果、最も遅い走行速度は大型車・小型

車ともに 26km/時となっています

（p.328）。本施設の供用後は発生交通

量が増えるため、現況の走行速度が遅

くなることを想定して、渋滞時は

20km/h という条件で予測を行ってい

ます。 

要約書 

p.20 

準備書 

p.8.2-5 

(328) 

p.8.1-14 

(278) 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 

3．騒音 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 防音壁で対策する騒音の発生源

は、車両走行か、建物か。高さ 3.5ｍ

の防音壁はかなり圧迫感があるの

で、別の対策が考えられないのか。 

防音壁は車両の走行に伴う騒音対

策となります。東側の通路と敷地境界

線までの距離が近く、その影響が大き

いために環境保全措置として防音壁

の設置を検討しました。 

圧迫感を軽減するため、防音壁の外

側に植栽を施す等を検討し、その結果

を評価書に記載します。 

準備書 

p.8.2-28 

(351) 

 

 

 

巻末資料 

⑥ 

2 防音壁のすぐ裏の地点では圧倒的

に防音壁が効くが、行路差（音が伝わ

るルート）によっては効果が全然違

うので、確認しておいたほうがよい。 

住居が立地している北側の郡山住

宅の 1 階～5 階高さ、東側の住居の 1

階、2階高さの騒音を予測します。 

（計画地内を走行する車両による騒

音について追加予測します） 

 

準備書 

p.8.2-29 

(352) 

p.8.2-36 

(359) 

 

巻末資料 

⑦ 

3 北側に郡山住宅のような高い建物

には、直接的な音が伝わると考えら

れる。高さを考慮して評価すべき。 
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2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

4 図 8.2-12（p.351）の防音壁の位置

について、隣接する北側の公園等へ

の景観上の影響も考慮して植栽する

ようになっているかと思う。図を見

ると、防音壁と植栽の位置が前後し

ているところがあるが、これは何ら

かの理由があるのか。 

北側は、防音壁の効果が大きくなる

ことを念頭において、なのはな園に近

い側にしています。また、東側は高木

が植栽可能な箇所は防音壁を植栽の

内側、スペースが確保できない箇所は

植栽の外側に防音壁を設置していま

す。 

なお、北側の防音壁については、圧

迫感を軽減するため、防音壁の外側に

植栽を施す等を検討し、その結果を評

価書に記載します。 

準備書 

p.8.2-28 

(351) 

 

 

 

 

 

 

巻末資料 

⑦ 

5 防音壁は 2.5m から 3.5m あるが、

敷地北側の公園やなのはな園の利用

者である子供たちから見ると大きな

壁に見える。今の段階で詳細設計は

難しいかと思うが、植栽や防音壁の

高さによって異なったものに見えて

くると思うので、隣地の子供達から

の防音壁や植栽の見え方に配慮した

詳細設計を検討すべき。 

詳細設計の段階において、防音壁や

植栽の見え方に配慮した、具体的な緑

化計画を検討します。 

詳細設計で新たに実施することと

した対策等は、配慮事項として評価書

に追記いたします。 

準備書 

p.1-24(24) 

 

 

 

 

 

 

3) 審査会（令和 7年 1月 29 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

6 供用後の北側の郡山市営住宅で

は、防音壁の設置後においても夜間

の騒音の環境基準を約 5dB 超過する

予測だが、その要因は従業員車両の

走行か、トラックの走行なのか。また

その走行の速度や量にもよると考え

られるが、どのような条件で予測し

ているのか。 

北側の郡山住宅で夜間の騒音が基

準を超過する要因は、従業員車両の走

行によるものです。予測は、「夜間に

86 台の車両が 10ｍ間隔で駐車場の全

ての車路を走行する」との条件で計算

していますが、実際に郡山住宅側の区

域を利用する車両は半分以下と考え

られ、騒音レベルも低減すると想定し

ています。 

準備書 

p.8.1-49 

（313） 

 

7 供用後は主に従業員通勤車両の走

行音等により近隣の住宅の上階にお

いて相当程度騒音レベルが増加する

と見込まれ、騒音の環境基準を超過

する予測地点もあるが、当該住宅エ

リアにおける現況の騒音レベルを考

慮した上で、運用面での対応は何か

考えているか。 

高さ 3.5m ないし 2.5m の防音壁設

置を考えていますが、上部を内側へ屈

曲させた忍び返しのような構造とす

ることも検討しています。 

また、走行速度の遵守や不要な空ぶ

かしの禁止、アイドリングストップの

徹底等の環境配慮事項を図るととも

に、苦情が発生した際には内容を把握

し対応を検討します。 

準備書 

p.8.2-28 

（351） 

 

8 供用後の施設敷地内（特に北側駐

車場）で走行車両の速度を計測し一

定レベルを超えた際には警告するこ

とや、走行速度の上限をさらに厳し

くすることなど、住民に配慮した対

応をしてほしい。 

周辺住居等への騒音の影響を軽減

するため、施設内には遵守すべき走行

速度の路面への表示や騒音発生を抑

制するための看板を設置します。 

－ 
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4) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 

4．日照阻害 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 園庭の地面の高さでは、もっと広

い範囲で長い時間陰がかかる。「なの

はな園」はその影響を把握している

のか。「なのはな園」にはきちんと話

し合いをされた方がいい。 

地盤面から 0ｍの日影の長さを検

討し、作図します。「なのはな園」に

は、詳細設計を進める中で、日照阻害

や騒音の影響と、それを軽減するため

の具体的な対策(植栽計画、防音壁計

画等)について個別に説明する予定で

す。 

 

 

準備書 

p.8.5-7 

(397) 

P.3.5-9 

(399) 

P.3.5-11 

(401) 

 

巻末資料 

⑧ 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 

5．風害 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 「風速 5m/s 以上の強風について

は、西北西からの風の頻度が高い」と

あり、強風時の確認も必要である。仙

台では冬の西風が非常に強いことを

実感している人が多いので、検討し

た方がよい。風切のようなものを付

けるなど、対策に繋がるかもしれな

い 

西北西からの風について、風速の変

化を確認し、評価書に追記いたしま

す。 

 

準備書 

p.8.6-14 

(415) 

p.8.6-17 

(418) 

 

巻末資料 

⑨ 

2 少し高い地点（2 階建ての 2 階な

ど）は風の変化を確認しているのか。 

 

高さ方向についてはこれまで確認

していませんでしたが、2階建て住宅

の窓の高さ（3.5m）および郡山住宅団

地の 5 階建て建物の 5 階の窓の高さ

（14.0m）を条件として予測し、予測

結果を評価書に記載します。 

 

準備書 

p.8.6-14 

(415) 

p.8.6-17 

(418) 

 

巻末資料 

⑩ 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 
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6．自然との触れ合いの場 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 冬至の夕方４時ぐらいは、日照環

境は結構影響が大きいと思う。公園

の日照環境はどうなっているのか。 

 

北側の郡山住宅児童公園は、9時ま

では日影線がかかりますが、10 時以

降はかかりません。東側の郡山 5 丁

目公園は、15 時まで日影はかからず、

15 時以降で日影が発生します。あす

と長町中央公園は日影がかかること

はありません。 

準備書では郡山住宅児童公園を除

き、日影に対する影響について記載

していませんので、評価書に追記い

たします。 

準備書 

p.8.5-8 

p.8.8-19,20 

21(460,461, 

462) 

 

 

 

 

巻末資料 

⑪ 

2 具体的な植栽計画はいつごろ具体

化するのか。 

植栽計画の検討には半年程度要し

ますが、検討結果は可能な限り評価

書に掲載いたします。 

－ 

3 新しく植栽する種類としては、表

1-6（p.24）に記載されている地元に

あるような種類や、工事に伴って撤

去する桜を想定しているということ

か。 

日本固有の在来種をメインに、ご

指摘の桜のような現地に親しまれた

植栽を行うことを基本に緑化計画を

検討いたします。検討結果は可能な

限り評価書に掲載いたします。 

準備書 

p.1-24 

(24) 

 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 
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7．廃棄物等 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 市長意見の見解では「既存の DPL仙

台長町のテナントを参考に入居する

テナントを想定し、予測を行う」と記

載されているが、表 8.9-5 欄外

（p.468）では、「DPL 流山Ⅰの値より

設定」とあるので、市長意見への見解

と異なるのではないか。 

事実に基づいて記載をしていただ

くということと、できるだけ現実に

近い条件で予測される方がよい。 

予測にあたって DPL 仙台長町のデ

ータが不十分であったため、準備書作

成時点で入手できた DPL 流山の情報

を使い予測を行いました。ご指摘を踏

まえて事業者の見解を修正いたしま

す。 

準備書 

p.3-4(33) 

 

 

 

 

 

 

巻末資料 

⑫ 

2 「混合廃棄物」については、その処

理方法は「最終処分」のみ、再資源化

率は 61%と記載されている。これは、

「最終処分」以外に再資源化も行うと

いうことか。「その他」と「混合廃棄物」

はどのように異なるのかなど、かなり

曖昧な部分が多いように思う。カテゴ

ライズも含めて見直しをしていただ

きたい。 

混合廃棄物については再資源化し

ないため最終処分となります。ご指摘

踏まえて修正いたします。 

 

 

 

準備書 

p.8.9-2,5 

(466,469) 

 

 

 

 

巻末資料 

⑬ 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 

8．温室効果ガス 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 建物が大きいため、ZEB Ready と

言わず、ZEB まで目指せるのではない

か。ぜひ具体的に検討いただきたい。 

詳細設計では可能な限り検討しま

すが、太陽光の設置条件以外にも ZEB

の条件は様々で現状では厳しいと判

断しています。 

－ 

2 全体のエネルギー消費量のどの程

度を太陽光発電で賄えるのか、どれ

ぐらい売電できるのか、具体的に予

測の中にも入れていただきたい。 

ZEB Readyの検討とともに詳細設計

の段階で検討結果がまとまれば、評価

書に記載いたします。 

－ 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 
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3) 審査会（令和 7年 1月 29 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

3 本事業と（仮称）岩切物流施設新築

計画（以下、「岩切物流施設」）は同じ

物流施設であるが、温室効果ガス（施

設の稼働・製品等の運搬）の数字が施

設の規模を考慮したとしても桁が違

うように思える。一度確認してほし

い。 

以下のとおり、温室効果ガス排出量

算出の基となるデータや設定方法が

異なっていることを確認しました。 

【施設の稼働】 

本事業では、テナント倉庫業を運営

している会社の事例を基に電力使用

量を算出し、基礎排出係数を乗じて温

室効果ガスの排出量を予測していま

す。 

岩切物流施設では、建物用途の分類

がないその他の建物のエネルギー使

用量（電気）の原単位（MJ/ｍ2・年）、

事務所等のエネルギー消費比率（空

調、換気、照明昇降機、その他の消費

割合）を基に電力使用量を算出し、基

礎排出係数を乗じて温室効果ガスの

排出量を予測しています。 

【製品等の輸送】 

本事業と岩切物流施設において、温

室効果ガスの排出量の算定方法は同

じです。 

しかし、本事業では、製品等の運搬

車両及び従業員の通勤車両の起点を

想定することが困難なため、製品等の

運搬車両は 1日 8時間、通勤車両は 1

日 2 時間走行すると仮定して燃料使

用量を算出し、排出係数を乗じて温室

効果ガスの排出量を予測しています。 

岩切物流施設では、製品等の運搬車

両は 1 日 20km、通勤車両は 1 日 10km

走行すると仮定して燃料使用量を算

出し、排出係数を乗じて温室効果ガス

の排出量を予測しています。 

－ 

4 大和ハウス工業のホームページを

見ると、2050 年にはカーボンニュー

トラルを、それに至るマイルストーン

として 2030 年でマイナス 70％を掲

げ、その手段としては ZEB 化も挙げて

いる。そのため、評価書の中にどれぐ

らい太陽光発電を導入できるか記載

いただきたい。推計できない場合はそ

の理由を記載してもらいたい。他の施

設でも環境影響評価の中で予測され

推計されているため、どの程度まで対

応できるのかということを明らかに

してほしい。 

太陽光発電施設の導入については、

詳細設計の中で今後検討することと

しております。 

評価書においては、決定できる範囲

内での太陽光発電の規模を設定し、温

室効果ガスの削減量を記載します。 

－ 
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4) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 

9．動物・植物 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 自然的状況の「動物」の項目で、「公

園や残された緑地等がタヌキ、イタ

チ、カワセミ（中略）にとって貴重な

生息場所となって」いる。今回「動物」

は評価項目にされていませんが、これ

らの公園について動植物についても

調べていただいた方がいいのでは。 

ご指摘頂いた動物種は、公園を主要

な生息環境とする動物ではないこと

や、公園に生育している植物は植栽種

であることなどから動植物を対象と

した調査は行わない計画です。 

－ 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 

10．交通量 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 事後調査では交通量の調査を行わ

ないのか。 

実施する方向で検討します。 準備書 

p.11-14～16 

(516～518) 

 

巻末資料 

⑭ 

2 渋滞対策は何か考えているのか。

対策について、準備書に記載するな

どの配慮はお願いしたい。 

工事中及び供用後において、渋滞が

著しい場合には、施設内に一時的に車

両を留めておくといった配慮を検討

しているため、その旨を評価書に記載

いたします。 

そのほか、必要に応じて誘導員の配

置や、警察協議による｢あすと長町 3

丁目交差点｣の信号現示の変更要請、

市道長町籠ノ瀬線の都市計画道路郡

山折立線としての早期整備に向けて

計画地南側用地の引き渡し準備を進

める等について準備書の p.9-2(480)

に記載しています。 

準備書 

p.9-2(480) 

要約書 

p.20 

 

 

 

 

 

 

 

巻末資料 

⑮ 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 
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3) 審査会（令和 7年 1月 29 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 計画地周辺の歩道や道路は狭小な

ど様々な危険要素があるため、歩行

環境の改善に繋がるような計画を検

討してほしい。 

計画地南側の道路（市道長町籠ノの

瀬線）には歩道がありませんので、計

画地内に歩道を設置し、住民に活用し

ていただき安全確保に努めます。その

ほか、渋滞緩和のための場内待機や交

通誘導員の配置等を実施し、運用によ

り安全確保に努めます。 

－ 

 

4) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 

11．事後調査 

1) 審査会（令和 6年 11 月 15 日）での指摘事項と対応方針 

No. 指摘事項 対応方針 備考 

1 事業着手後であっても事後調査計

画を見直す考えか。（工事スケジュー

ルが変わった場合でも、事後評価計

画は柔軟に適切に見直していただき

たい） 

事業スケジュールなどの変更によ

り、影響が最も大きくなる時期が事後

調査の計画時期とずれた場合でも、柔

軟に対応いたします。 

p.11-1 

(503) 

 

巻末資料 

⑯ 

 

 

2) 審査会後の文書による指摘事項と対応方針 

・なし 

 



変更 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備書から変更する点 
 

 

 

 

 

  



変更 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画、全般的事項 No.1） 

巻末資料① 

赤枠は準備書からの変更箇所 



変更 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画、全般的事項 No.1） 

巻末資料① 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画、全般的事項 No.1） 

巻末資料① 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画、全般的事項 No.1） 

巻末資料① 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画、全般的事項 No.2） 

巻末資料② 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画、全般的事項 No.4） 

巻末資料③ 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

赤枠は準備書からの変更箇所 

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画、全般的事項 No.4） 

巻末資料③ 

 



変更 9 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画・全般事項 No.5、6） 

巻末資料④ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 10 

 

  

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画・全般事項 No.5、6） 

巻末資料④ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 11 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 1.事業計画・全般事項 No.7） 

巻末資料⑤ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査会の指摘事項の対応（ 3.騒音 No.1、4） 

巻末資料⑥ 

青枠は準備書からの変更箇所 



変更 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 3.騒音 No.2，3、4） 

巻末資料⑦ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 3.騒音 No.2，3、4） 

巻末資料⑦ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 4.日照阻害 No.1） 

巻末資料⑧ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 4.日照阻害 No.1） 

巻末資料⑧ 

本図を準備書から追加 



変更 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 4.日照阻害 No.1） 

巻末資料⑧ 

本図を準備書から追加 



変更 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 5.風害 No.1） 

巻末資料⑨ 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 5.風害 No.1） 

巻末資料⑨ 

本図を準備書から追加 



変更 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現在、作図中） 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 5.風害 No.2） 

巻末資料⑩ 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 5.風害 No.2） 

巻末資料⑩ 

本図を準備書から追加 



変更 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 5.風害 No.2） 

巻末資料⑩ 

本図を準備書から追加 



変更 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査会の指摘事項の対応（ 6.自然との触れ合いの場 No.1） 

巻末資料⑪ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 6.自然との触れ合いの場 No.1） 

巻末資料⑪ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 7.廃棄物等 No.1） 

巻末資料⑫ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 7.廃棄物等 No.2） 

巻末資料⑬ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 7.廃棄物等 No.2） 

巻末資料⑬ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（10.交通量 No.1） 

巻末資料⑭ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（  10.交通量 No.1） 

巻末資料⑭ 

本図を準備書から追加 



変更 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 10.交通量 No.1） 

巻末資料⑭ 

赤文字は準備書からの変更箇所 



変更 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 10.交通量 No.2） 

巻末資料⑮ 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査会の指摘事項の対応（ 10.交通量 No.2） 

巻末資料⑮ 

赤枠は準備書からの変更箇所 

 



変更 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査会の指摘事項の対応（ 11.事後調査 No.1） 

巻末資料⑯ 

赤文字は準備書からの変更箇所 
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